
集団回収と資源回収 
１．住民による集団回収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．行政による資源回収 ※毎週１回、ごみ集積所で回収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体で決めた回収日に住民が

資源を持参（月１回が多い） 

回収場所は団体が決める 団体と契約した回収業

者が回収 

住民が資源回収日の

朝にコンテナを設置 

資源は、それぞれの

品目に分けて出す 
資源の品目ごとに

別々の車で回収 

回収後、住民がコンテ

ナなどを片づけ保管 

－２－ 

プラスチック製 

容器包装 

専用ネット袋 ペットボトル

ル 

透明・半透明の袋 

新聞紙 

雑誌・雑がみ 

段ボール 

アルミ缶 

その他 

町会･自治会･子ども会など

が決めた場所 

令和５年度実績：7,357ｔ 

（実施団体 684団体） 

※回収団体に６円/kgの補助 

回収支援用具の支給ほか 
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新聞紙 

雑誌・雑がみ 

段ボール 

びん 

缶 

びんコンテナ(黄色) 
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政
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紙パック 

缶コンテナ(青色) 

 

品目ごとにひもで

しばって集積所に

置く。 

集積所(R5.4月) 

(40,678か所) 

 

令和5年度実績 

古紙   9,954ｔ 

びん  4,876ｔ 

缶   1,623ｔ 

ﾍﾟｯﾄ  3,011ｔ 

プラ  2,748ｔ 

 計 22,211ｔ 

※各回収量四捨五入の

ため合計と一致しない 
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